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増進課に提出することで獲得できます。

市役所健康

歩得・リン得

利用日利用
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毎月，月末時点で“歩得”にスマートフォンアプリによる参加区分となっている場合に，ポ

イントを獲得できます。

New!

New!
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　令和 8 年度に参加した人は，令和 9 年度以降の申込み開始時点において，参加条件に引き続

き該当する場合は，手続きなしで継続参加できます（※参加費の納付は必要です）。新年度の事

業内容や参加規約については毎年 1 月ごろお知らせする予定ですので，継続しない場合や変更

がある場合だけ，お知らせを確認のうえ手続きをしてください。

※事業が実施される場合に限ります。

・参加申込書に記入した「住所」「氏名」「電話番号」などが変更となった場合や，使用機器

の変更をご希望の場合は，健康増進課へご連絡ください。

・市外へ転出した場合や，市内在勤者（市外在住）が年度途中に退職等した場合は，退会の手

続き（歩数計等の返却）をお願いします。（退会した場合は，商品券配付の対象になりませ

ん）

・参加者以外の方が，参加者の歩数計等を利用し，事業に参加している場合は，獲得したポイ

ントはすべて取り消しとなります。

・途中で退会された場合でも，参加費の返金はできません。

各種手続きや問い合わせ方法
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.９）

い。直らない場合は，健康増進課まで

お問い合わせください。

データが消えてしまったときは，健康増

進課までご連絡ください。

最初（３月）に配布の封筒の中に，オレ

ンジ色の健診受けたよポイント記録書が

入っています。自分で記入し，健康増進

課へ提出してください。（詳細P. 3 ）
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